
（平成２２年１月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認滋賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

  

滋賀厚生年金 事案 543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 39 年 11 月 24 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  1 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 39年 11月 24日から 40年４月 20日まで 

オンライン記録では、私の厚生年金保険被保険者期間が、昭和 39年 11

月 24日から 40年４月 20日までの５か月間空白期間となっている。 

しかし、私は、昭和 30年４月にＡ社へ入社し、39年 11月に新工場建設

のためＢへ転勤したが、50年８月まで継続して勤務していた。申立期間に

ついて年金記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の厚生年金保険被保険者記

録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場から提出のあった年金加入記録に係る申立て確認書及び雇用保

険の記録から判断すると、申立人が申立期間において同社に継続して勤務し

（昭和 39年 11月 24 日に同社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭

和 40年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、「昭和 39年 11月に申立人がＢ工場に赴任した時に事務連絡ミスがあり、

本社での資格喪失日を同年 11 月 24 日と届け出て、Ｂ工場での資格取得日を



                    

  

40年４月 20日と届け出たことにより５か月の空白期間が生じた。」としてい

ることから、同社が社会保険事務所の記録のとおりの資格の得喪の届出を行い、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 39年 11月から 40 年３月までの

期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 544  

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 40 年８月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められるこ

とから、申立期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38年４月から同年９月ま

では１万 2,000 円、38 年 10 月から 39 年９月までは１万 4,000 円、同年 10

月から 40年７月までは１万 6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月 29日から 40年８月 31日まで 

   高等学校を卒業した昭和 38年２月、学校のあっせんでＡ社に入社し、支

店のＢ売場に約１年間勤務した。その後、支店の事務職として約１年間勤

務し、40年夏ごろに退職した。 

ところが、ねんきん特別便では、当該事業所の厚生年金保険の加入期間

がわずか２か月とされている。 

同期入社の者の証言や当時の社員旅行、新年会などの写真もあるので、

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚は、昭和 38 年４月 29 日以降の期間においても申立人がＡ社に

継続して勤務していたことを証言している。 

また、Ａ社が加盟しているＣ健康保険組合に照会したところ、申立人の加

入記録は、資格取得日が昭和 38 年２月 18 日、資格喪失日が 40 年８月 31 日

であることが確認できる上、同健康保険組合は、「当時の社会保険の届出書類

は、４部複写のものであり、厚生年金保険に係る届出は、健康保険組合から

社会保険事務所に提出していた。」と証言している。 

さらに、申立人のＡ社に係るオンライン記録の資格喪失日は昭和 38年４月

29 日となっているが、被保険者名簿の資格喪失日は、いったん 39 年６月１



                    

  

日と記入された後、これが抹消され、「社会保険庁照会中」と記載されている

ところ、社会保険事務所は、「申立人のオンライン記録の資格喪失日が昭和

38年４月 29日と記録された経過は不明である。」と回答しており、社会保険

事務所における申立人の年金記録管理が不十分であったことがうかがえる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 40 年８月 31 日に厚生年金被

保険者の資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが

認められる。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、健康保険組合被保険者台帳の

記録から、昭和 38 年４月から同年９月までは１万 2,000 円、同年 10 月から

39年９月までは１万 4,000円、同年 10月から 40年７月までは１万 6,000円

とすることが妥当である。 



                    

  

滋賀国民年金 事案 767 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年４月から 55年 12月までの期間及び 56年４月から 57年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年４月から 55年 12月まで 

② 昭和 56年４月から 57年３月まで              

    社会保険事務所（当時）に国民年金保険料の納付状況を照会したところ、

申立期間について、納付事実が確認できないとの回答をもらった。  

しかし、私はＡ市Ｂ町、同市Ｃ町及びＤ市Ｅ町において、妻が夫婦の保険

料をまとめて自治会の集金人に支払っていた記憶があるので調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「妻が、夫婦二人分の国民年金保険料をＡ市Ｂ町、同市Ｃ町及び

Ｄ市Ｅ町の自治会集金人に納付していた記憶がある。」と主張している。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56年４月 21日に払い出さ

れていることが確認できることから、申立期間①については、この時点におい

て、過半は時効により制度上保険料を納付することはできず、残る期間の一部

も過年度保険料となり自治会の集金で納付することはできない。 

また、申立人の妻は、申立期間①の全部及び申立期間②の一部については、

厚生年金保険の被保険者期間であることから、申立人の妻が夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していたこともあったとする申立人の主張は不自然である

上、申立期間②のうち、昭和 57 年１月から同年３月までの期間は妻も未納で

ある。 

さらに、申立人の妻が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の妻も当時の記憶が曖昧
あいまい

である



                    

  

ことから、申立期間当時の国民年金の加入状況、保険料の納付状況等が不明で

ある。 

加えて、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡は無く、

ほかに申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



                    

  

滋賀国民年金 事案 768 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年８月から 45年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 45年３月まで 

    昭和 44 年当時、夫と離婚調停中で、４歳の男の子がいた私の将来の生活

を実父が心配して、国民年金の加入を勧めてくれたので、自分で加入手続を

行い保険料を納付してきたのに、その記録が消えてしまい未納期間となって

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年８月に、申立人の当時の夫がＡ事業所を退職したこと

は知らなかったため、夫婦同時ではなく、申立人自身が単独で国民年金に任意

加入したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、手帳記号番号

払出簿に払出日の記載がなされていないものの、当時の夫と連番で払い出され

ており、申立人の前後に記載されている被保険者の納付記録から、45 年４月

以降に払い出されたものと推認できる上、申立人の当時の夫が、Ａ事業所を退

職した44年８月18日にさかのぼって資格取得していることが確認できること

から、申立内容と符合しない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無い上、保険料納付に関する申立人の記憶が曖昧
あいまい

であることから、当時の保険料の納付状況等が不明であるとともに、申立人に

対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。  



                    

  

滋賀国民年金 事案 769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年７月及び同年８月 

    申立期間当時は、Ａ市内の厚生年金保険の無い事業所に勤務していたので、

国民年金に加入して保険料を納付していた。保険料はすべて納付しているは

ずであり、未納期間があるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料について、「当時、Ａ市からＢ市に転居したこ

ろであり、いずれかで夫婦二人分の保険料を納付したはずである。」と主張し

ている。 

しかし、申立人は昭和 49 年９月８日にＡ市からＢ市に転入したことが確認

でき、Ａ市では、「当時の保険料の納付は集金によることが多く、一般的に３

か月ごとの収納であった。」としていること、及び申立人は同年９月 10日には、

厚生年金保険に加入していることを踏まえると、Ａ市及びＢ市のいずれからも

保険料の納付請求が行われなかった可能性が高い上、一緒に保険料を納付した

とする申立人の妻も申立期間は未納となっている。   

また、申立人が、申立期間において国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人が記憶する保険料金額

も誤っているため、保険料の納付状況等が不明であるとともに、申立人に対し

て、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。  



                    

  

滋賀厚生年金 事案 545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 31年４月１日から 32年３月 31日まで 

申立期間について、Ａ社に勤務していたことは間違いなく、厚生年金保険

に加入していたはずなので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が当時作成していた「Ｂ誌」の記載内容から判断して、申立人がＡ社

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 32 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、元事業主は、「申立人のことを記憶しているものの、勤務

状況等については具体的に記憶しておらず、当時の資料等も無い。」と証言し

ていることから、申立人の勤務状況、厚生年金保険の適用状況及び厚生年金保

険料の控除の状況を確認することはできなかった。 

また、当時の同僚に照会しても、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除をうかがわせる証言を得ることはできなかった。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ても、申立人の氏名

の記載は無い上、健康保険の整理番号に欠番も無く、申立人の記録の欠落をう

かがわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 546  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年３月 15日から 22年５月 15日まで 

 Ａ社に昭和 21 年 10 月から 24 年９月末まで継続して勤務していた。この

間、勤務場所は同社Ｂ工場で変わらなかったが、申立期間は籍のみが同社Ｂ

工場から同社Ｃ支社に移った。同社Ｃ支社に籍がある期間が厚生年金保険被

保険者期間とされていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立人の具体的な業務内容の記憶から、申立人は、Ａ社Ｂ工

場から同社Ｃ支社に転籍していたとする申立期間についても、同社Ｂ工場内で

勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立人が、申立人と同様に、申立期間においてＡ社Ｂ工場から同社

Ｃ支社に転籍し、同社Ｂ工場内で勤務していたとする２名の同僚についても、

申立期間の厚生年金保険の加入記録は無い。 

また、申立人が転籍したとするＡ社Ｃ支社は、厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は確認できない。 

さらに、申立人は、「給与計算は、Ｄ支社で行われていた可能性があり、Ｃ

支社に勤務していた他の者もＤ支社で加入記録がある可能性がある。」と主張

しているが、Ａ社Ｄ支社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、申立期間

後の昭和 23年５月１日であることが確認できる。 

加えて、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時

の賃金台帳等は残されておらず、申立人に係る厚生年金保険の加入状況及び保

険料控除の状況を確認できる関連資料や証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                    

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 547  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年４月１日から同年８月 15日まで 

            ② 昭和 23年８月 15日から 26年２月１日まで 

             ③ 昭和 26年２月１日から 29年７月１日まで 

            ④ 昭和 29年７月１日から 31年４月 21日まで 

年金記録のお知らせにより、申立期間について加入記録が無いことに気付

いたので社会保険事務所（当時）に問い合わせたところ、脱退手当金が支払

われているとの説明を受けた。しかし、私が脱退手当金を受給したとされる

時期は、叔父の手厚い庇
ひ

護を受けており、脱退手当金を請求する必要は無く、

受け取った記憶も無いので、申立期間を年金額に反映してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳の保険給付欄には、脱退手当金が支給さ

れたことが記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 32年５月 22日に支給決定されているが、

当時は通算年金制度創設前であり、一般的に 20 年以上の厚生年金保険被保険

者期間が無ければ年金は受給できなかったのであるから、申立期間の事業所を

退職後、平成５年５月まで厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。     

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



                    

  

滋賀厚生年金 事案 548 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 33年 10月８日から 35年２月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社における加入期間が昭和

33年２月１日から同年 10月８日までとされているが、同事業所からの出向

でＢ社Ｃ店の販売員として２年間ほど勤めていたので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、「当時、Ｄ社から出向していた者とＢ社Ｃ店で一緒に働いており、

当該同僚は、私より先に当該店舗に勤めており、先に辞めた。」と主張してい

るところ、当該同僚はＤ社において昭和 31 年 10月４日から 34年３月９日ま

で厚生年金保険被保険者記録が確認できること、及び職場における行事等の申

立人の具体的な記憶から判断して、期間の特定まではできないものの、申立人

は、33年 10月８日以降もＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、申立人は、「Ａ社からＢ社Ｃ店に出向していたのは、自分一人だけ

であり、給与を持ってきてくれたＡ社の営業の人の氏名も全く覚えていない。」

としている上、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

元事業主は亡くなっていることから、申立人の申立期間における勤務実態及び

厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料や証言を得ることはできなかっ

た。 
また、元事業主の妻、元役員、申立期間に当該事業所に勤務していた同僚及

び他の事業所から申立人と同じ職場に出向していた同僚に照会しても、申立人

の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除を裏付ける証言等は

得られなかった。 
さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の厚生年金保険の資格喪失日は昭和 33年 10月８日となっており、健康保



                    

  

険証の返却を意味する「証返」の押印も確認できる。 
このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 549  
 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

     
  ２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月 25日から 43年６月６日まで 

    Ａ社に昭和 41年 11月 13日に入社し、45年４月末日に退職した。 

しかし、厚生年金保険の加入記録では、昭和 42年６月 25日から 43年６

月６日までの期間が空白となっているが、継続して勤務していたので納得で

きない。 

 
第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社が保管している「社会保険番号簿」を確認したところ、申立人は、昭

和 42 年６月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格をいったん喪失し、43 年６

月６日に再取得していることが確認でき、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の記録と一致している。 

  また、申立期間当時、当該事業所に勤務していた多くの者が、昭和 42年４

月から５月にかけて、厚生年金保険の被保険者資格をいったん喪失し、数か

月後に再取得していることから、同事業所では、何らかの理由により、これ

らの者の厚生年金保険被保険者資格を喪失させたものと考えられる。 

  さらに、申立人の雇用保険についても、昭和 42年６月 25日に資格喪失し、

43年６月６日に再取得していることが確認できる。 

加えて、申立人が所持する年金手帳には「Ａ社」の加入記録として、被保

険者となった日が昭和 41 年 11 月 13 日、被保険者でなくなった日は 45 年５

月と記載されているが、申立期間当時には年金手帳は無く、厚生年金保険被

保険者証であったことから、当該事業所により記載されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

滋賀厚生年金 事案 550  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月 15日から 44年４月３日まで 

Ａ社を退職時に、会社から年金手帳は渡されたが、脱退手当金の説明は無

く、今まで脱退手当金について全く知らなかった。絶対に脱退手当金を受け

取っていないので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には、申立人の署名及び捺印が確認で

き、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられる上、同請

求書の裏面の領収欄には、申立人が脱退手当金を受領したことを示す署名及び

捺印も確認できる。 

   また、申立人に係る被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを意味

する「脱手」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給

額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 551 

 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 
第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 
    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

     
  ２ 申立内容の要旨 
    申 立 期 間 ： 昭和 31年３月 26日から 32年４月１日まで 

    Ａ社には３年ぐらい継続して勤務していた。しかし、厚生年金保険の加入

記録では、その途中である申立期間が空白となっているが継続して勤務し、

厚生年金保険にも加入していたと思うので調査してほしい。 

 
第３ 委員会の判断の理由 

  当時の複数の同僚の証言等から、申立人は申立期間について、Ａ社に勤務

していたことはうかがえる。 

  しかし、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認すると、申立人

は、昭和 30 年 12 月８日に健康保険の整理番号＊番で被保険者資格取得し、

31 年３月 26 日に同資格をいったん喪失した後、32 年４月１日に同整理番号

＊＊番で、別の厚生年金保険の記号番号で再取得していることから、事業主

により、資格喪失及び取得の届出がされたものと考えられる。 

また、Ａ社において昭和 31年３月１日時点で被保険者資格を有する同僚９

名（申立人が同時期に入社したとする２名を含む。）のうち、５名は、申立人

と同時期（昭和 31年３月 25日に１名、同年３月 26日に３名及び同年３月 31

日に１名。）に被保険者資格を喪失しており、健康保険証の返納をした旨の記

載、又は返納できない理由書の添付があった旨の記載があることから、同社

の事業主は、何らかの理由により、申立人及びこれらの者の厚生年金保険被

保険者資格を喪失させたことがうかがえる。 

  さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の人事記録及び給与関係書類を確認できない。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

滋賀厚生年金 事案 552  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から８年１月３日まで 

    私は平成７年 10 月１日からＡ社Ｂ事業所に勤務し、厚生年金保険に加入

していたと思う。 

しかし、厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、当該事業所におけ

る厚生年金保険の加入記録が無いとの回答であったので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ事業所に平成７年 10 月１日から勤務していたと申し立ててい

るが、Ａ社に照会したところ、「Ｂ事業所の開場は、平成８年 11 月１日であ

ることから、申立人は、申立期間については勤務していない。」との回答であ

った。 

また、当該事業所が保管する採用申請書には、申立人の採用予定日が平成８

年 10月 20日と記載されていることが確認できる上、申立人が当該事業所に提

出した履歴書は８年９月 22日現在と記載されている。 

さらに、当該事業所の給与明細一覧表には、平成８年 10 月以前に申立人の

氏名は無く、同年 11 月以降に申立人の氏名が記載されていることが確認でき

る上、申立人が所持している給与明細書についても、同年 11 月以降のもので

あることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


